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今城小学校における基本的な校内ルールについて（改） 

 

今城小学校では、児童が安全に安心して学ぶことのできる学校、保護者の皆様・地域の方々から信頼される学校を

めざして、不祥事防止や情報管理等について校内ルールを定め、教職員の服務の厳正に努めています。このたび、県

下・全国における、不祥事事案を鑑み、本校の校内ルールについて一部改訂いたしましたので、お知らせいたします。 

保護者の皆様にも、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 児童との個別面談や個別指導 

◆児童の個別指導は、事前に管理職に伝え、密室で児童と１対１の対応はしない。 

◆不必要な身体接触を行わない。 

◆児童の気持ちに寄り添う指導に努め、生徒指導上の問題行動には毅然とした対応をするが、いかなる場合も体罰を

行うことは厳禁とする。 

◆教職員が私的に児童・保護者の携帯電話（スマートフォン）番号やメールアドレスを取得・交換すること、携帯電

話（スマートフォン）に電話することやSNS（メール、LINE、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram等を含む）をす

ることは禁止とする。 

◆教職員が児童に連絡する場合、保護者から提出された連絡先に連絡をする。 

◆教室やトイレ、更衣室等は定期的に点検整備し、カメラ等を設置できないような環境にする。 

 

２ 職員の自家用車への児童の同乗禁止 

◆原則として、児童を自家用車に同乗させることは禁止する。 

 

３ 情報管理 

◆私有の情報機器、電子メモリー等は校内で使用することを原則禁止とする。 

◆私有の携帯電話（スマートフォン）は、児童の教育活動を行う場では使用したり、持ち歩いたりしない。 

◆業務用パソコン本体には、児童の個人情報を保存しない。 

◆児童の個人情報に係る書類や電子データの校外への持ち出しは、原則禁止する。 

◆児童の個人情報を私有の電子メモリー等に保存することは禁止する。 

◆学校行事等で必要な写真･動画の撮影は、担当教職員やＰＴＡ役員が腕章等を着用して行い、そのデータ等の取り

扱いについては、必ず複数の教員で確認し、学校外への持ち出しは原則禁止する。（※卒業アルバム用･販売用の写

真については、管理職の許可を得た者が責任を持って取り扱うこととする。） 

 

４ 学校徴収金 

◆校内で現金保管はできるだけ短くし、金融機関での通帳管理を原則とし、必ず保護者に決算報告を行う。 

◆現金集金の場合は、児童から手渡しで受け取る。 

◆会計事務は必ず複数の教職員でチェックし、適正に通帳管理をする。 

 

５ 児童・保護者相談窓口 

◆今城小学校管理職（校長・教頭） 086-942-2025 

◆瀬戸内市教育委員会総務学務課（学務係） 0869-34-5640 


